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令和７年度（２０２５年度） 

公益財団法人広島観光コンベンションビューロー 

職員(フィルム・コミッション担当)採用試験(職務経験者対象)受験案内 

 

第１次試験（適性検査（ＳＰＩ３）） 令和８年２月３日(火)～２月１５日(日) 

申込受付期間  令和７年１２月２４日(水)～令和８年１月３０日(金)【必着】 

 

当財団では、会社員等としての職務経験を通じて培った能力等を生かし、映像関係の

仕事を通じた地域の活性化に、興味と熱意を持って取り組める人材を求めています。 

１ 試験区分、採用予定数等 

試験区分 採用予定数 職務概要 採用予定日 

職員 FC 担当 

(職務経験者) 
若干名 

◎国内外の映画・ドラマ・ＣＭなどの撮影の広島への誘致 

◎国内外の映画・ドラマ・ＣＭなどの撮影に付随する業務

の支援 

◎広島フィルム・コミッションの情報発信やホームページ

の管理等 

※ ビジネスレベルの英語を用いて業務に当たる場合があります。 

令和８年５月１日 

２ 受験資格 

次の⑴から⑷までの全ての要件を満たす人 
⑴ 昭和３９年４月２日以降に生まれた人（令和８年４月１日現在で６２歳未満 学歴不問） 

⑵ 職務経験が通算して５年以上ある人（令和７年１１月３０日現在） 
※ 「職務経験」として通算する期間には、会社員、公務員、自営業者等として各企業・団体等で２年以

上継続して就業していた期間や、青年海外協力隊等で２年以上継続して活動していた期間が該当しま

す。正社員以外の雇用形態（契約社員、派遣社員、アルバイト等）でも週２８時間４５分以上の勤務を

２年以上継続して就業していた期間は該当します。 
※ 職務経験期間には、育児休業、介護休業、休職等で実際に職務に従事していなかった休業期間は含み

ませんが、産前・産後休業は含みます。また、休業期間があった場合、勤務先が同一で、雇用契約が継

続していれば、前後の就業期間を継続しているものとみなします。 
※ 契約社員や派遣社員の場合、同一の勤務先において、週２８時間４５分以上の勤務を２年以上継続し

て就業していた期間は、職務経験期間として通算できます。また、派遣期間終了後に引き続き同一の勤

務先に正社員や契約社員等として雇用された場合、派遣期間と正社員や契約社員等として雇用された期

間とを合わせて、継続する期間とみなします。 
※ 職務経験が複数の場合は通算することができますが、同一期間内に複数の職務に従事していた場合

は、いずれか一方のみの職歴に限ります。 
※ 最終合格発表後、職務経験年数の確認のため、職歴証明書等を提出していただきます。なお、５年

以上の職務経験年数が確認できなかった場合は、採用されません。 

⑶ 次のいずれかに該当する人（令和８年４月までに取得見込みの人を含む。） 
ア 日本国籍を有する人 
イ 出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）による永住者 
ウ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成３年法 
律第７１号)による特別永住者 

⑷ 次のいずれにも該当しない人 
ア 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人 
イ 当財団職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 
ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを 
主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

エ 平成１１年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている人（心身耗弱を原因とするもの 
以外）  
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３ 試験の日程及び内容等 

日時・場所 試験項目・内容 合格発表日時 

第 
１ 
次 
試 
験 

令和８年 

２月 ３日(火)～ 

２月１５日(日) 

の期間において各

受験者が選択する

日時 

 

テストセンター 

※１ 

適性検査 
(ＳＰＩ３) 

＜基礎能力検査＞ 
言語的理解力、数的処理能力及び論理的思考力

等の基礎能力についての検査〔約３５分〕 
＜英語能力検査＞ 

実践的英語能力のベースである語彙・文法の理

解力や読解力についての検査〔約２０分〕 
＜性格検査＞ 

職務遂行に必要な適性についての検査（面接試

験等の参考資料とし、配点はありません。） 
〔事前に自宅等で受検、約３０分〕 

令和８年 

２月１７日(火) 

午後４時頃 

※２、５ 

エントリー 
シート 

これまでの職務経験、志望動機等について記述

（申込時に提出） 

第 
２ 
次 
試 
験 

令和８年 

２月２４日(火) 

 

広島商工会議所 

ビル 

※３ 

小論文試験 
＜小論文＞ 

文章による表現力等についての筆記試験 
〔１時間で約１，０００字〕 令和８年 

２月２７日(金) 

午後４時頃 

※４、５ 面接試験 

＜一般面接＞ 

主として人物・識見等についての個別面接 
＜語学面接＞ 

英語の会話能力についての個別面接 
〔２０分（一般・語学面接の計）〕 

※１ 適性検査(ＳＰＩ３)のうち基礎能力検査及び英語能力検査の受検に当たっては、２月３日(火)頃に送信

する「ＳＰＩ３受検依頼メール」を確認の上、希望する日時・会場（テストセンター）を事前に選択して

ください。所定の期間内に受検できなかった場合は、第１次試験を受けなかったものとみなします。 

会場予約は混みあうことが予想されますので、余裕をもって受検日を予約してください。 
適性検査(ＳＰＩ３)のうち性格検査は、テストセンターではなく、自宅等で事前に受検してください。

（３ページの「５ 第１次試験（適性検査（ＳＰＩ３））の流れ」参照。） 

受検していない検査項目がある場合は、第１次試験を受けなかったものとみなします。 

なお、適性検査(ＳＰＩ３)の受検前に辞退する場合の連絡は不要です。 
※２ 第１次試験は、適性検査（ＳＰＩ３）とエントリーシートの成績により合格者を決定します。ただし、

各検査項目の成績が一定基準に達していない場合は、不合格となる場合があります。  
※３ 第２次試験の集合日時・場所等は、第１次試験の合格者に通知します。受験者数によっては、試験場所

が変更されることがあります。 
※４ 第２次試験は、小論文試験と面接試験の成績により合格者を決定します。 

※５ 第１次試験及び第２次試験の結果は、合格発表日時に合格者の受験番号(「ＳＰＩ３受検依頼メール」に

記載された「企業別受検ＩＤ」)を当財団のホームページに掲載します。（掲載期間は１週間です。電話、メ

ール等での合否の問合せにはお答えできません。）また、第１次試験の結果は、合格者のみに、第２次試験

の結果は、受験者全員に申込書記載のメールアドレス宛てにメールで通知します。 

４ 申込方法及び受付期間等 

提出書類 
（記入上の

注意事項） 

・ 当財団ホームページ（https://www.hiroshimacvb.jp/）から、次の所定書類をダウン

ロードの上、必要事項を全て記入し、片面印刷(Ａ4 サイズ・白黒印刷可)したものを提

出してください。 

・ 手書きで記入する場合は、黒のインク又はボールペンを用いて、かい書で丁寧に記入

するとともに、数字は算用数字を用い、該当する事項は○で囲んでください。 

１ 申込書（１通） 

⑴ 「※受験番号」欄を除く全ての欄を記入してください。  

⑵ 申込書に写真（最近３か月以内に撮影した正面向き・脱帽・無背景・影の無いも

の・上半身が写っているもの。タテ５cm×ヨコ４cm）を貼ってください。  

（メールで提出する場合は、所定の位置に写真データを貼り付けてください。） 

⑶ 申込書記載のメールアドレス宛てに第１次試験（適性検査）の「ＳＰＩ３受検依頼

メール」を送信しますので、メールアドレスは正確に必ず記入してください。このメ

ールを受信できなかった場合、第１次試験（適性検査）を受検できません。電子メー

ルの設定不備や通信障害等については、当財団では一切の責任を負いません。  

⑷ 現住所は、他家に同居している場合には、同居先（〇〇様方）を必ず記入してくだ

さい。  
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⑸ 「学歴」欄は、中学校以降のもので、専門学校等を含め、最終のものから遡って２

つ前までのものを記入してください。  

⑹ 「職務経歴」欄は、職務経験（自営業を含む。）を長短問わず全て記入し、申込時点

で在職中の場合は、「〇年〇月～現在」としてください。職務経歴が５か所を超える場

合は、申込書には記入せず、職務経歴シートに全ての経歴を記入してください。 

雇用形態欄は、該当する項目に☑をしてください。  

⑺ 提出書類の記載事項に間違いがなければ、最下部の確認欄に☑をしてください。 

２ エントリーシート（１通） 

⑴ 「※受験番号」欄を除く全ての欄を記入してください。  

⑵ 「資格・免許」欄は、取得済みのもの及び取得見込みのもののうち、主なものを 10

種類（語学に関するものは全て）まで記入してください。 

⑶ 「普通自動車運転免許」及び「パソコンの使用状況」、「アンケート」欄は、該当す

る項目に☑をしてください。 

提出先 
公益財団法人広島観光コンベンションビューロー 企画総務部 

〒730-0011 広島市中区基町５番４４号 広島商工会議所ビル６階 

Ｅメール：saiyou@hiroshimacvb.jp 

受付期間 
など 

受付期間：令和７年１２月２４日(水)から令和８年１月３０日(金)午後５時まで（必着）  

・ メールによる申し込みは、件名及び本文に「氏名」と「職員(F・C 担当)採用試験申込

み」である旨を記載の上、提出書類を添付して送信してください。受付確認メールを返

信します。提出日の翌々日（土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12/28～1/3)を除く。）を

過ぎても、受付確認メールが届かない場合は、４ページ記載の「問合せ先」に連絡して

ください。 

・ 郵送による申込みは、必ず封筒の表に「職員((F・C 担当)採用試験提出書類在中」と朱

書してください。令和８年１月３０日（金）午後５時までに上記の提出先に到着したもの

に限り受け付けます。消印有効ではありませんので、注意してください。 

なお、郵便配達日数を確認し、必要に応じて速達としてください。郵送に関する事故等に

ついては、当財団では責任を負いません。 

・ 持参による申込は、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12/28～1/3)を除き、午前９時

から午後５時までの間で受け付けます。 

「SPI3 受

検依頼メー

ル」の送信 

「ＳＰＩ３受検依頼メール」を令和８年２月３日(火)頃に、申込書記載のメールアドレ

スに送ります。２月４日(水)までにメールが届かない場合は、４ページ記載の「問合せ

先」に連絡してください。 

その他 

・ 提出書類の記載事項が正しくないことが判明した場合や、受験資格がないことが判明

した場合は、採用される資格を失うことがあります。 

・ 受験に際して提出された書類は一切返却しません。また、提出書類に記載された個人

情報については、採用試験及び採用に関する事務の目的にのみ使用します。 

・ 車椅子の使用等、受験上の配慮が必要な場合は、申込時に申し出てください。 

 
５  第１次試験（適性検査（ＳＰＩ３））の流れ 

⑴ 「ＳＰＩ３受検依頼メール」を受信【パソコン又はスマートフォン】 

２月３日(火)頃に、申込書記載のメールアドレス宛てに「ＳＰＩ３受検依頼メール」を送信します。  

※ ２月４日(水)までにメールが届かない場合は、４ページ記載の「問合せ先」に連絡してください。 

⑵ テストセンター会場の仮予約【パソコン又はスマートフォン】 

「ＳＰＩ３受検依頼メール」本文に記載されたＵＲＬにアクセスし、画面の指示に従って、選択可能

な日時・会場から、都合の良い日時及びテストセンター会場を仮予約してください。 

テストセンター会場は、リアル会場のほかオンライン会場も含みます。 

※ 初めてテストセンターを利用する場合は、「テストセンターＩＤ」を取得する必要があります。 

ＳＰＩ３ホームページ（https://www.spi.recruit.co.jp/testcenter/）の「よくある質問」→ 

「１. テストセンターＩＤ取得」の欄を参照してください。 
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 ⑶ ＳＰＩ３「性格検査」の受検【自宅等で受検】 

自宅等のパソコン又はスマートフォンで「性格検査」を受検してください。 

※ 「性格検査」の受検が完了すると、テストセンター会場での受検予約が確定します。なお、指定 

された期限までに「性格検査」の受検が完了しない場合、受検予約は自動的にキャンセルされます。 

 

⑷ ＳＰＩ３「基礎能力検査」及び「英語能力検査」の受検 

 【⑵で予約したテストセンター会場（リアル会場又はオンライン会場）で受検 】 

⑵で予約した日時・テストセンター会場で「基礎能力検査」及び「英語能力検査」を受検してくださ

い。 

※ ＳＰＩ３に関する注意点や、持参物、テストセンター会場情報等については、ＳＰＩ３ホームページ

を参照してください。 

 

【テストセンターヘルプデスク】 ※テストセンターに関する問合せ先 

℡０５７０－０８１８１８   受付時間：午前９時～午後６時（土日祝日を含む。） 

 

６ 採用等 

⑴ 最終合格者は、採用候補者名簿（原則として令和９年３月３１日まで有効）に登載し、原則として令和

８年５月１日に採用する予定です。 

なお、令和８年４月１日への採用日の前倒しが可能な場合もありますので、希望がある場合は、最終合

格後にご相談ください。 

⑵ 最終合格者数は 採用予定数と辞退見込数とを基礎として決定していますので、合格しても採用されな

いことがあります。 

⑶ 日本国籍を有しない人で、「永住者」又は「特別永住者」の在留資格又は日本国籍を取得見込みの人は、

令和８年３月までに取得できない場合は、採用される資格を失います。 

 ⑷ 採用は全て条件付で、原則として採用から６か月間を良好な成績で勤務したときに正式採用となりま

す。 

７ 給与等 

⑴ 初任給は、令和７年４月１日現在で、地域手当を含めておおむね下表のとおりですが、各人の職務経験

年数やその職務内容等に応じて金額は変わります。下表はあくまでも目安であり、初任給の額を保証する

ものではありません。 

また、採用時の年齢が６０歳を超える場合は、初任給月額に７割を乗じた金額になります。 

 このほかに、支給条件に応じて、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当、時間外勤務手

当等の諸手当が支給されます。  

なお、採用されるまでに給与関係の規則等の改正が行われた場合は、その定めるところによります。 

採用時の年齢 職務経験 初任給（月額） 

３５歳 １０年 約２９１，３００円 

４５歳 ２０年 約３４１，３００円 

５５歳 ３０年 約３５７，１００円 

⑵ 勤務日は、原則として月曜日から金曜日までの週５日です。 

⑶ 勤務時間は、原則として午前９時から午後５時４５分までの７時間４５分(週３８時間４５分)で、 勤

務時間の途中において１時間の休憩時間があります。また、場合により、時間外勤務を行うことがありま

す。 

⑷ 休暇は、年次有給休暇のほか、夏期休暇などの特別休暇があります。なお、観光関連行事の実施等に伴

い、休日に勤務を要する場合があります。その場合は、他の日に休日を変更できます。 

⑸ 勤務場所 

公益財団法人広島観光コンベンションビューロー（広島フィルム・コミッション事務局） 

広島市中区基町５番４４号 広島商工会議所ビル６階 

※ 広島商工会議所ビル内は原則禁煙です。 

 

公益財団法人広島観光コンベンションビューロー 企画総務部 

〒730‐0011 広島市中区基町５番４４号 広島商工会議所ビル６階 

（電話）０８２‐５５４‐１８６１ （FAX）０８２‐５５４‐１８１５ 

ホームページ：https://www.hiroshimacvb.jp/ Ｅメール：saiyou@hiroshimacvb.jp  

受付時間：午前９時～午後５時４５分（土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12/28～1/3)を除く。） 

※ ２２歳で大学を卒業

した場合の例です。 

 

 

【問合せ先】 


